
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
案
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

児
童
を
性
的
搾
取
及
び
性
的
虐
待
か
ら
守
る
と
い
う
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
運
用
を
行
う
こ
と
。

二

第
七
条
第
一
項
の
罪
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
に
は
捜
査
権
の
濫
用
を
防
止
す
る
趣
旨
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
十

分
に
踏
ま
え
て
対
応
す
る
こ
と
。

三

第
十
六
条
の
三
に
定
め
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
事
業
者
に
対
す
る
捜
査
機
関
か
ら
の
協
力
依
頼
に
つ
い
て
は
、
当

該
事
業
者
が
萎
縮
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
配
慮
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


